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第１章では、持続可能な自治体経営を行っていくため、立地適正化計画（以下「立適」という）の現状と課題、公共施設マネジメントの現状と課題、合意
形成の必要性を説き、本研究の目的について述べた。また、官民連携手法の類型の整理を行い、その類型イメージを示し、本研究において指定管理
者制度とPFIの事例を分析する必要性ついて述べた。（図1-4）
第２章では、基本構想策定過程における「デザイン思考」の適用性を示すため、武蔵野プレイスにおける基本構想がどのようなプロセスで策定された
かを検証して、構想段階でデザイン思考のプロセスを経ることの重要性を示した。（表2-3）
第３章では、非常時として水害対策に着目し、その対策には立適でのコントロールと自治体における具体的な水害対策の2点が必要であると考え、近
畿地方の立適を定める自治体を対象にアンケートを実施し、立適策定の際に市民や庁内他部局からどのような意見が得られどのように合意形成しよ
うとしたか、また居住誘導区域に浸水想定区域を含むうえでの災害対策の実態などを明らかにした。（図3-1、図3-5）
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図3-1 指針及びガイドラインにおける合意形成フレーム
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第４章では、平常時として指定管理者制度による図書館サービスの提供に着目し、実際に指定管理者制度を導入した多賀城図書館、海老名図書館、
高梁図書館の3事例と導入に至ることのできなかった小牧図書館の事例を合わせた計4事例を対象に、合意形成プロセスにおけるステークホルダー
の関わりについて比較検証を行うことで、合意形成プロセスにおいて経ておくべき具体的な段階と必要な条件を示した。（表4-6）
第５章では、我が国の官民連携による公共施設マネジメントにおける合意形成手法を開発するため、米国で生まれたコンセンサス・ビルディング（CB）
手法をもとに「官民連携コンセンサス・ビルディング（PPPCB）手法」を提案し、その妥当性の検証に向けた第一段階として、官民連携の手法により公
共サービスを提供している千代田図書館と指宿市道の駅の2事例に加え、官民連携手法の導入に至らなかった小牧図書館の3事例からその妥当性を
検討し、その有効性を示した。（表5-12、5-13）
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表4-6 合意形成プロセスにおいて経ておくべき具体的な段階と必要な条件

表5-12 PPPCB手法を適用した際の主要な政策決定プロセスと5 つのステップ

表5-13 PPPCB 手法を適用するための必要条件
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第６章では、研究の成果、提言、今後の課題と目標を述べた。ここで提言した合意形成プラットフォームが課題解決のスキームとして機能するよう、
すべてのステークホルダーがその役割を理解し、貢献するという共通認識を持つことが重要であることを明らかにした。（図6-1）

図6-1 広域連携による合意形成 プラットフォーム
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今後の課題と目標
第２章では、「デザイン思考」を引用したが、行政的な課題の合意形成の分野に合うよう再定義する必要がある。
第３章では、今後市民、庁内関連部局、都道府県及び国への調査を行って、様々なステークホルダーの視点を考慮した、フレームの更なる検証が
必要である。
第４章では、指定管理者制度による図書館整備を対象としたが、他の公共施設や指定管理者制度以外の官民連携手法の対象事例の検証が必要
である。
第５章では、公共施設において施設を利用しない納税者としての市民もステークホルダーとして考えられる。このようなステークホルダーとの合意形
成フレームの構築も今後の課題である。
筆者は、地方自治体で建築技術職の職員として公共施設マネジメントの部署に奉職している。日々の業務における合意形成に関する問題意識から
本研究を進めてきた。今後は上記の課題に対して研究を進めるとともに、提言で示した合意形成プラットフォームの実現に尽力する所存である。
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